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近年の建設産業は、建設投資の急激な減少や競争の激化等により、経営状況を取り

巻く環境が悪化し、技能者等の処遇の悪化、若手入職者の減少や技能労働者の高齢化

等の深刻な問題に直面しています。

建設産業の経営状況の改善や担い手不足解消には、多様な入札契約方式の導入・活

用やダンピング防止対策の強化などの老え得る諸施策の整備とその実施を速やかに

行い、若者の入職の促進・育成確保、経験豊富な技能者の建設業界ヘの復帰等を最大

限に促すことが不可欠です。

その上で、東日本大震災からの復興の加速化や東京オリンピック・パラリンピック

関連の建設需要に適確に対応するためには、緊急かつ時限的措置として、建設分野に

おける有能な外国人技能者の活用促進も有効策の1つと吉え、下記の通り、外国人人

材の活用に関して政府に提案します。

、

、 「技能実習制度の抜本改革」(第6次出入国管理政策懇談会で検討予定)と「建

設分野における外国人人材の活用に関する緊急措置」は、切り離して議論する

方針を明確にすること。

建設分野における外国人技能実習生の滞在期間終了後の延長(但し、連続在留

年数は、 5年を超えないものとする)、或は技能実習修了者の再入国の措置に

あたっては、「特定活動」の在留資格を持って、さらなる技能向上等を目的と

すること。その際、1年毎に滞在手続きの更新を行い、在留期間の上限を3年

とすること。

上記の措置により在留する者の雇用主は、その者の人権に十分配慮し、身分及

び待遇等の安定に努めること。また、労働災害の増加の恐れ等、様々な懸念に

対応するために、政府は、雇用主の適格要件を明示し、必要な場合は立ち入の

検査を実施する等、厳格かつ実効性のある管理体制を構築すること。更に、政

府は、雇用のマッチングが行われるよう十分配慮すること。

建設分野における人材不足の解消においては、今後の長期的な担い手の育成及

び目下の労働力不足という状況に鑑み、日本人離職者の復帰を促すことも重要

である。この点についての政府のさらなる取り組み強化も合わせて求める。

、

、

記


